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2本日ご議論いただきたい内容

◼ 需給調整市場における機器個別計測の導入については、事業者からの要望を受領しているが、電気計量制度の
合理化や系統利用負担、計画値同時同量といった関連諸制度との関係、また、調整力の評価方法や想定される
不正防止策等について検討が必要としていた。

◼ 今回、2022年4月から特定計量制度が施行されたことを受け、改めて機器個別計測の導入に向けた論点と今後の
検討の進め方を整理したので、ご議論いただきたい。



3(参考) 需給調整市場における検討課題について

出所）第31回 需給調整市場検討小委員会（2022年8月19日）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_31_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_31_haifu.html


4(参考)機器個別計測における事業者要望と対応方針について

出所）第28回 需給調整市場検討小委員会（2022年2月24日）資料3-1をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_28_haifu.html


5(参考)機器個別計測導入に向けた課題

出所）第17回 需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html
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8機器個別計測の定義について

◼ 機器個別計測については、系統と需要家の接続点である受電点でなく、需要家内に設置された制御対象リソース
の出力若しくは消費電力を直接計測できる計測点（以下、「機器点」という）において、ΔkW評価または調整力の
発動によって生じたkWhの精算を行うための計測を行うことと定義していた。

◼ この定義については、特定計量制度の施行により変更されるものではないため、本定義に基づいて検討を進めることと
する。

出所）第17回 需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


9機器個別計測における計測点の一致の是非について

◼ 需給調整市場では、ΔkW評価およびkWh精算の計測点は、いずれも受電点としている。前述の機器個別計測の
定義を踏まえると、計測点の組み合わせは下記の2パターンが考えられる。

◼ 計測点の一致是非については、第17回需給調整市場検討小委員会にて、精算における不正防止の観点から、
ΔkW評価とkWh評価の計測点は一致させる必要があると整理した。

計測点

ΔkW評価 機器点 機器点

調整力
kWh精算

受電点 機器点

調整力kWh精算の範囲 制御対象以外のリソースを含む 制御対象のみ

イメージ図

L1G/L L2

調整力kWh：受電点

不一致 一致

ΔkW：機器点 ：機器点
調整力kWh ：機器点

制御対象

調整力kWh精算
の範囲

ΔkW評価対象

L1G/L L2

制御対象

ΔkW



10(参考) ΔkW評価とkWh精算の計測点が一致しない場合の不正例

出所）第17回 需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


11電気計量制度の合理化について

◼ 機器点にてkWh精算を行う場合、計量法により検定等に合格した計量器を機器点に設置することが求められてい
るが、当該計量器を各機器点に設置することは、費用面で機器個別計測導入に向けた事業者側の参入障壁とな
ることから、電気計量制度の合理化が求められていた。

◼ 電気計量制度の合理化については、2022年4月施行の特定計量制度により、適正な計量を担保するための義務
を果たす500kW未満の計量器(以下、特例計量器)であれば、kWh精算における計測をすることが可能となった。

◼ この点を踏まえ、特例計量器による機器個別計測をユースケースとして設定し、市場導入に伴う課題を整理した。

出所）第10回持続可能な電力システム構築小委員会（2021年4月23日）資料3
https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/system_kouchiku/010/010_06.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/system_kouchiku/010/010_06.pdf
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13機器個別計測におけるユースケースについて

◼ 機器個別計測におけるユースケースとしては、リソースの種別が発電か需要抑制か、計測器に接続されるリソース数
が単一か複数かで分類できる。

◼ 今回、まずは、機器点に「高圧」の単一発電(需要)リソースが接続された場合について、従来の受電点での計測と
比較することで機器個別計測を導入した際の課題を改めて洗い出した。なお、電気計量制度の合理化の要件が
500kW未満の計測であることから、複数の機器点計測リソースによるアグリゲーションでの参入を前提条件とした※1。

◼ なお、低圧リソースについては、機器個別計測導入に向けた共通課題を解決したうえで、低圧リソース特有の課題で
ある膨大なリソースのアセスメント可否や事業者側での収益性といった観点からの検討も行っていくこととしたい。

調整力の供出パターン

発電 需要抑制 ネガポジ

機器点配下
のリソース数

単一

（ユースケース①）
機器点配下の単一リソースに指
令し、発電(放電)

（ユースケース②）
機器点配下の単一需要負荷
を制御し、電力消費量を抑制

（ユースケース③※2）
機器点配下の単一リソースに
指令し、発電(放電)および需
要抑制

複数
（ユースケース④）
機器点配下の複数発電リソー
スに指令し、発電(放電)

（ユースケース⑤）
機器点配下の複数需要負荷
を制御し、電力消費量を抑制

（ユースケース⑥）
機器点配下の発電リソースに
指令し、発電(放電)
需要負荷を制御し、電力消
費量を抑制

※1 検定等に合格した計量器を使用した単一リソースでの参入における課題についても包含

※2  蓄電池



14(参考)ユースケースにおける調整力供出ついて

◼ ユースケースについては、下図のように機器点で単一の需要もしくは発電リソースが100kWの上げ調整力を供出し、
前述のとおり、このようなリソースをアグリゲート事業者が束ね、最低入札量である1,000kW以上で入札する場合を
想定した。

ΔkW：+100kW

L/G L

M2

機器点

受電点

系統

M1

需要or発電リソース

変圧器

【機器個別計測におけるユースケース】

アグリ

アグリゲーターが
1,000kW以上で入札

M1 M1
・ ・ ・



15(参考) 低圧リソースに関する検討課題

出所）第17回 需給調整市場検討小委員会（2020年6月12日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_17_haifu.html


16ユースケースにおける課題について

◼ ユースケースにおける課題を洗い出すにあたっては、これまでの商品設計と同様に事業者が対応すべき以下の項目に
ついて、検討することとした。

✓ アセスメントⅠについて

✓ アセスメントⅡについて

✓ 事前審査について

✓ 入札・約定・精算について

【調整力供出事業者に係る業務フロー】

年間 週間～前日
実需給

(調整力kWh発動)
1か月後

事前審査
(P21)

週間・前日
入札/約定
(P24,25)

発電計画・基準値
登録

(P17,18)

アセスメントⅠ・Ⅱ
(P17,18)

ΔkW・kWh精算
(P24,25)

インバランス精算
(P26,27)



17ユースケースにおけるアセスメントⅠについて

◼ アセスメントⅠは、ΔkW供出が可能な状態に発電機等を維持しているかを確認するものである。今回のユースケース
である ポジアグリおよびネガワット型であれば、アグリ事業者が発電機(需要家)リストパターンにある各リソースの発電
計画(基準値計画)を提出し、各リストパターンの発電可能上限値と発電計画値の差分、もしくは、基準値電力と
需要抑制計画電力の差分の合計が、ΔkW落札量を上回っていることを確認することとなる。

◼ したがって、ユースケースでアセスメントⅠを行うには、機器点リソース単位での発電計画(基準値計画)が策定されて
いれば実施可能である。そのためには、計画様式や記載項目、システム改修の要否含めた提出方法に関して整理
する必要があるため、今後詳細を議論することとしたい。

出所）第22回需給調整市場検討小委員会（2021年3月30日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html


18ユースケースにおけるアセスメントⅡについて

◼ アセスメントⅡは、中給からの指令に対し、商品要件を満たした応動をしているか確認するものである。今回のユース
ケースであれば、発電機(需要家)リストパターンにある各リソースの応動実績を、発電計画値と発電実績の差分、
もしくは基準値と需要実績の差分とし、評価間隔毎に合計出力変化量が許容範囲内（指令値から落札された
ΔkWの±10%以内）であることを確認することとなる。

◼ 従って、ユースケースでアセスメントⅡを行うには、機器点M1において同様の方式で評価することになり、アセスメント
Ⅰと同様に機器点単位での発電計画(基準値)に加え、調整力の応動を確認するために機器点における瞬時供出
電力(TM)が送信されれば実施可能である。そのために必要な事業者側通信設備やスマートメーターの要件および
機器個別計測における送信間隔といった詳細事項について、今後検討することとしたい。

◼ 一方で、配線の改造により、需要抑制したかのように見せかける不正が想定されるため、第三者機関による抜き打ち
での配線検査といった対策を行う等、具体的な不正事例と対策の詳細については、引き続き検討することとしたい。

出所）第22回需給調整市場検討小委員会（2021年3月30日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html

現行の瞬時供出電力の送信間隔

三次②：30分（事前審査は5分）
三次①：1分 （事前審査は1分）
二次②：1分
二次①：各エリアの応動データ取得周期
一次 ：1秒

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html


19(参考)二次①に係る実績データの取り扱い等

出所）第24回需給調整市場検討小委員会（2021年6月23日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


20(参考)機器個別計測とした場合に想定される不正行為の例

出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html


21ユースケースにおける事前審査について

◼ 現状のポジアグリおよびネガワット型における商品要件の事前審査は、発電(需要家)リストパターン毎に応動時間、
合計出力変化量、継続時間等の応動実績が各商品要件に適合しているか確認を行うものである。ユースケースに
おいては、これを機器点M1で実施することになるため、アセスメントⅠ・Ⅱの検討で事前審査における課題については、
補完可能と考えられる。

◼ また、一次と二次①については、商品要件として周波数計測や遅れ時間等に関する技術要件が個別に設定されて
いるが、これは計測点を問わず満たされるべきものであることから、現状のポジアグリおよびネガワット型に対する技術
要件審査を、そのまま機器個別計測のユースケースにおいても適用することとしてはどうか。

出所）第22回需給調整市場検討小委員会（2021年3月30日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/2020_jukyuchousei_22_haifu.html


22(参考)一次調整力における技術要件について

出所）第24回需給調整市場検討小委員会（2021年6月23日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


23(参考)二次調整力①における技術要件について

出所）第24回需給調整市場検討小委員会（2021年6月23日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2021/2021_jukyuchousei_24_haifu.html


24ユースケースにおける入札・約定・精算について（1/2）

◼ 次に、約定結果をもとに精算が行われることから、ユースケースにおける入札・約定・精算における論点について、検討
を行った。

◼ ユースケースの場合、機器点から受電点の間に変圧器が設置されており、発動指令どおりの応動を行ったとしても、
系統においては、機器点での計測値と受電点での換算値（機器点計測値をロス補正した値）が一致しないことが
起こり得る。なお、機器点から受電点の間に変圧器等の設置がなく、経路内損失がない場合は、機器点と受電点
の計測値が一致することから、経路内損失に伴う入札・約定・精算の課題はないものと考えられる。

◼ 従って、機器点から受電点の間で変圧器等により経路内損失が生じた場合の入札・約定・精算の方法を検討した。

G L

M2

機器点

受電点

系統

M1

変圧器

アグリ

▲10kW

ΔkW:+100kW

ΔkW:+90kWM1’



25ユースケースにおける入札・約定・精算について（2/2）

◼ 配線経路内での損失を踏まえると、機器点リソースにおける入札・約定・精算で使用する調整力供出量については、
機器点での計測値と、損失を考慮した受電点での換算値(機器点計測値をロス補正した値)※1の2つが想定される。
これにより、ユースケースにおける 入札・約定・精算については、以下の3案が考えられる。

(案1)入札・約定・精算ともに機器点での計測値で行う

(案2)入札のみ機器点での計測値で行い、約定・精算は損失を考慮した受電点での換算値で行う

（案3)入札・約定・精算ともに損失を考慮した受電点での換算値で行う

◼ 配線経路内の損失の扱いについては、引続き関係各所と議論を進め、損失を算出するための必要なシステム改修と
いった課題も踏まえ、どの案を採用すべきか検討をすることとしたい。

G L

M2

機器点

受電点
系統

M1

変圧器

アグリ

▲10kW

ΔkW:+100kW

ΔkW:+90kW

入札 約定 精算

案１

案２

案３

M1

M1

※1  機器点以外の負荷(L)の変動については、考慮しないものとし、下図の場合、
受電点換算値は、機器点供出量100kWー変圧器損失10kW＝90kWとする

：機器点計測値(100kW)
：受電点換算値(90kW)

M1

M1’

M1’

M1’ M1’

M1’



26機器個別計測におけるインバランス精算について（1/2）

◼ kWh精算に関連して、経路内の変圧器や損失の有無を問わず、機器点リソースが調整力kWhとして発動した場合、
現行は発動した調整リソースのみインバランスフリーとしているところ、同様に発動した機器点リソースのみインバランス
フリーにできるかといったインバランス補正の考え方についても整理が必要と考えられる。

◼ インバランス精算を行ううえで※1、下図Lのように機器点リソース以外の負荷のkWh計測も必要となるが、そのために
は受電点M2の計測値と機器点M1の計測値の差分計量が必要となる。現状の制度では、下図のように計量器間
に変圧器等電力消費設備を介す場合の差分計量は実質不可となっていることから、国の方で制度変更に向けた検
討を進めることとしてはどうか。

出所）第3回特定計量制度及び差分計量に係る検討委員会（2021年2月10日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/keiryo_seido/pdf/003_04_00.pdf

G L

M2

機器点

受電点

系統

M1

変圧器

M2 M1ー

で計測
(ロス補正含む)

※１ 負荷(L)については、系統より電力供給がされたとして、M2とM1
の計測値の差分計量により、別途kWh精算がなされる必要があるため、
機器個別計測における契約単位の考え方を整理する必要がある。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/keiryo_seido/pdf/003_04_00.pdf


27機器個別計測におけるインバランス精算について（2/2）

◼ また、インバランス精算については、BGの構成も影響するところであるが、アセスメントの論点として述べた通り、ユース
ケースでは機器点リソース単位での発電・基準値計画の作成が必要となり、一つの需要家内で複数事業者が電力
量や調整力等の取引をすることも踏まえると、1需要家内のBG構成に関して、機器点リソース単位で新たなBGを組
成するといった案も考えられる。

◼ 他方で、機器点単位で新たにBGを組成する場合、そのBG毎に発電計画等の作成が必要となり、市場参入時以
外の計画策定の要否の整理や様々なシステム改修が必要になると考えられる。

◼ 加えて、機器点単位で小規模なBGが大量に組成されうることから、前述の計画策定やシステム改修といった事業者
負担が増えることが懸念されるため、複数の機器点リソースを束ねて一つのBGを組成するといった案の検討も必要と
なるのではないか。

◼ 一需要家内における機器点単位でのBG組成の必要性や調整電源としての在り方およびインバランス精算について
は、引続き国と連携し、検討を進めることとしたい。

※左図は発電リソースの場合を想定し、
機器点単位のBG組成要否も含めて今後検討
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出所）第11回ERAB検討会（2020年3月19日）資料4をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/011_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/011_04_00.pdf


29ユースケースにおけるその他の論点について

◼ その他、ユースケースにおける論点として、市場参加するうえで入札の詳細要件を整理する必要がある。

（整理すべき項目例）

・1需要家内で複数の事業者がそれぞれ別の機器点リソースで参入することが可能か否か

・差分計量した場合の機器点リソース以外のリソースによる市場参入要否

・応札するタイミングによって機器点計測と受電点計測の選択要否

◼ 加えて、機器個別計測を導入した場合、現行は受電点での計測値を使用している供給計画や他市場との整合性
整理、必要なシステム改修や期間の把握といった各種課題があることから、引続き関係各所と検討を進めていきたい。
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１．機器個別計測導入に向けた議論の振り返り
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31機器個別計測導入に向けた論点のまとめ

◼ 今回機器個別計測導入に向けた論点について、下表のとおり整理した。

◼ 各項目における詳細な課題とその対策については、引き続き国および一般送配電事業者と連携し、検討を進める
こととしてはどうか。

項目 論点 検討事項

アセスメントⅠ
・機器点リソース単位での発電(基準値)
計画の作成およびシステム登録

・計画記載項目の整理とシステム改修要件

アセスメントⅡ
・特例計量器から瞬時供出電力の送信可否
・応動実績に対する不正防止

・必要な設備要件(事業者側通信設備やスマメ要件、
TSO側システム改修)や送信間隔

・不正事例の具体例と防止策

入札・約定・精算
・配線経路内損失の取り扱い
・需要家内差分計量の実施

・システム改修可否含めた採用案の決定
・差分計量に伴う制度変更

その他
・インバランス補正と需要家内BG構成
・需要家内の契約単位の考え方整理
・市場参入要件

・需要家内BG構成の在り方と合わせた機器点
リソースにおけるインバランス精算方法

・需要家内契約単位の考え方整理に伴う制度変更
・機器点リソースによる詳細な市場参入要件



32機器個別計測導入に向けた今後の進め方について

◼ また、具体的な検討の進め方については、資源エネルギー庁において制度面で必要な検討を進めていただくと同時に、
広域機関および一般送配電事業者にて、参入要件毎の詳細な課題検討や具体的な不正防止策、システム改修
期間といった事項の検討を進め、下記スケジュール案に記載の通り、2022年度内を目標に機器個別計測に関する
一定の方向性を示すこととしたい。

2022.3Q 2022.4Q 2023～

広域機関

一般送配電事業者

資源エネルギー庁

方
向
性
提
示

【機器個別計測導入に向けた検討スケジュール案】

参入要件・詳細課題検討
(低圧リソース共有課題含む)

システム改修要件・改修期間検討

制度変更検討

事業者ヒアリング

取引規程改定案検討

システム改修
詳細検討・改修開始

低圧リソースにおける
固有課題検討

制度変更検討


